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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年６月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年７月１４日 ０４時００分ごろ 

発生場所 新潟県佐渡市両津港東北東方沖 

 姫埼灯台から真方位０６６°１０.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３８°０９.４′ 東経１３８°４５.６′） 

事故の概要  漁船第二十一博
はく

漁
りょう

丸は、北北東進中、また、漁船第三やまと丸

は、たこ箱漁をしながら漂泊中、両船が衝突した。 

 第二十一博漁丸は、船首部外板に擦過傷を生じ、また、第三やまと

丸は、左舷船尾部外板の亀裂等を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年７月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 漁船 第二十一博漁丸、９.８７トン 

   ＮＧ２－１８５１（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.２１ｍ（Lr）×３.１９ｍ×０.９８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、８８.２６kＷ、昭和５５年５月 

   第２２０－２４３９８号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 第三やまと丸、８.１７トン 

   ＮＧ２－１６４５（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.４７ｍ（Lr）×２.８３ｍ×１.０５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３３１.００kＷ、昭和５２年５月２０日 

   第２２０－２０４１７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ２０歳 

   一級小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２４年７月２７日 

    免状証交付日 平成２５年６月１９日 

           （平成３０年６月１８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 昭和４９年９月２７日 

 免許証交付日 平成２５年１０月２８日 
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        （平成３１年３月１４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部外板に亀裂及び凹損、後部甲板のオーニング支柱を折

損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西、風力 ３～４、視界 良好 

海象：波向 南西～西南西、波高 約０.５～１.０ｍ 

日出時刻：０４時３２分 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、平成２７年７月１３日１１時０

０分ごろ、刺し網漁の操業を行うため、佐渡市入
いり

桑
くわ

漁港を出港した。 

 Ａ船は、船長Ａが、２３時２０分ごろ、新潟県柏崎市椎谷
し い や

鼻の西方

５～６Ｍ付近の漁場から姫埼灯台の北東方１２Ｍ付近に位置するナカ

瀬と称する漁場に移動するため、レーダー２台をそれぞれ１.５Ｍ及

び３Ｍのレンジで作動させ、約８～９ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で自動操舵により北北東進した。 

 船長Ａは、操舵室の右舷側にある背もたれ付きの椅子に腰を掛けて

目視及びレーダーで見張りを行い、佐渡市鴻
こう

ノ瀬
せ

鼻の東方８Ｍ付近

で、漁場への到着を早めようと約１０kn に増速して同じ針路で航行

中、眠気を感じたものの居眠りすることはないと思い、航海当直を続

けたところ、いつしか居眠りに陥った。 

 Ａ船は、同じ針路及び速力で航行を続け、１４日０４時００分ご

ろ、姫埼灯台から真方位０６６°１０.２Ｍ付近において、船長Ａ

が、衝撃で目を覚まして船首方を確認したところ、Ｂ船と衝突したこ

とを知り、すぐに機関を中立から後進にかけた。 

 船長Ａは、Ｂ船の負傷者及び浸水の有無などを確認し、両船とも自

力航行が可能であったので、Ｂ船と共に両津港に入港した後、海上保

安庁に本事故の発生を通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、１４日０３時００分ご

ろ、たこ箱漁の操業を行うため、佐渡市水津
す い づ

漁港を出港した。 

 Ｂ船は、０３時５０分ごろ、両津港の東北東方沖の漁場に到着した

後、船首を西北西方に向け、機関を中立として漂泊し、船長Ｂが、右

舷船首部に設置されたドラムのそばに操舵及び機関の遠隔操縦装置を

置き、同ドラムを操作しながら右舷側を向いてたこ箱の揚収作業を、

甲板員Ｂが、操舵室の右舷側通路付近で、揚収されたたこ箱の整理作

業をそれぞれ開始した。 

 船長Ｂは、甲板員Ｂの叫び声が聞こえたので、周囲を確認したとこ

ろ、左舷方から接近するＡ船に気付いたものの、どうすることもでき

ず、Ｂ船の左舷船尾部にＡ船の船首部が衝突するのを認めた。 

 船長Ｂは、Ｂ船の損傷状況等を確認し、自力航行が可能であったの

で、付近で操業していた僚船に無線で本事故の発生を連絡した後、Ａ
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船と共に両津港に入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、ふだん、眠気を催した際、たばこを吸ったり、操舵室か

ら外に出て外気に当たるなどの居眠り運航の防止措置を採っていた

が、本事故当時、たばこは吸ったものの、操舵室の窓を全て閉めた状

態で外気に当たってはいなかった。 

Ａ船は、本事故当時、航行中の動力船であることを示す法定灯火を

表示していた。 

 船長Ｂは、水津漁港を出港する際、３Ｍレンジとしたレーダー及び

ＧＰＳプロッターを起動させたが、たこ箱漁の漁具のボンデンには、

あらかじめレーダー反射板を括
くく

り付けていたので、漁場まで約１～２

Ｍの距離に接近した際、同ボンデンを探知させるため、０.７５Ｍレ

ンジに切り替えていた。 

 船長Ｂは、本事故当時、ドラムを操作しながら海中から揚がってく

るロープ類やたこ箱の状況に注意を向けており、ドラムの作動音がう

るさかったので、Ａ船が接近していることに気付かなかった。 

 Ｂ船は、本事故当時、前部甲板及び後部甲板を照らす作業灯を点灯

していたほか、航行中の動力船であることを示す灯火を表示してい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、両津港東北東方沖を北北東進中、１人で航海当直中の船長

Ａが、居眠りに陥ったことから、船首方で操業中のＢ船に気付かずに

航行を続け、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、眠気を感じていたものの、居眠りすることはないと思

い、居眠り運航の防止措置を採ることなく椅子に腰を掛けた姿勢で航

海当直を続けたこと、及び約１７時間にわたって１人で運航及び操業

に従事していたことから、居眠りに陥ったものと考えられる。 

Ｂ船は、両津港東北東方沖でたこ箱漁をしながら漂泊中、船長Ｂ

が、右舷船首部のドラムを操作しながら右舷側を向いてたこ箱の揚収

作業を行い、見張りを行っていなかったことから、左舷方から接近す

るＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、前部甲板及び後部甲板を照らす作業灯を点灯していたこ

とから、航行中の他船が操業中のＢ船を避けてくれるものと思い、海

中から揚がってくるロープ類やたこ箱の状況に注意を向けていたもの

と考えられる。 

原因  本事故は、日出前の薄明時、両津港東北東方沖において、Ａ船が北

北東進中、Ｂ船がたこ箱漁をしながら漂泊中、船長Ａが、居眠りに陥
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り、また、船長Ｂが、右舷船首部のドラムを操作しながら右舷側を向

いてたこ箱の揚収作業を行い、見張りを行っていなかったため、両船

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

 船長Ａは、本事故後、甲板員１人を新たに雇い入れ、漁労作業のほ

か見張りの補助を行わせることとした。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航海当直中に眠気を催した場合には、居眠りに陥ることがないよ

う、外気に当たるなど居眠り運航の防止措置を十分に採ること。 

・長時間にわたる運航及び操業は、疲労による居眠りに陥るおそれ

があることに留意すること。 

・操業中であっても周囲の見張りを適切に行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

事故発生場所 

（平成２７年７月１４日 

 ０４時００分ごろ発生） 

ナカ瀬 

姫埼灯台 

新潟県佐渡市 

佐渡島 

両津港 

入桑漁港 

水津漁港 

新潟県柏崎市 

椎谷鼻 

鴻ノ瀬鼻 

Ａ船 


